
広報はちまん安全ヨシ!!【10月号】

令和６年
（死亡者数）

令和５年
（死亡者数）

対前年比
増減数、増減率

全産業 31 38 -7 -18.4%

製造業 11 12 -１ -8.3%

建設業 2 ４ -2 -50.0%

運送業 1 0 1

林業 5 5 0 0.0%

小売業 3 2 １ 50.0%

社福祉 ２ 1 １ 100.0%

旅館業 0 0 0

その他 ７ 14 -７ -50.0%

刊行：岐阜八幡労働
基準監督署

令和６年の郡上市内の労働災害発生状況について
（９月末集計） ※死傷者数は休業４日以上のもの※新型コロナウイルス感染症を除く

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます

令和７年（2025年）１月１日から

事業者は、以下のような場合に
は、遅滞なく、労働者死傷病報
告を労働基準監督署長に提出し
なければなりません。
（労働安全衛生法第100条、労働
安全衛生規則第97条）
(1)労働者が労働災害により死亡
し、又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息
又は急性中毒により死亡し、又
は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附
属建設物内で負傷、窒息又は急
性中毒により死亡し、又は休業
したとき

電子申請に当たっては、【労働安全衛生法
関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支
援サービス】をご活用いただくことでス
ムーズに申請できます

【主な改正内容】
・これまで自由記載であった①、②、③、⑤について該当する
コードから選択できるようになり、④については留意事項別に
記入できるように記入欄が５分割されました。
※ 経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面
による報告が可能です。

「 」
を開催します!

◎日時：11月７日（木）
14時00分～16時00分
（13時15分開場）
◎場所：
郡上市総合文化センター

４階 第２大会議室
◎主な内容：
①石綿の有害性と事前調査
について
（中央労働災害防止協会
安全・衛生管理士）
②石綿解体における法律の
規制について(当署担当者)
③労働災害の発生状況につ
いて（当署担当者）
◎参加申込：11/１(金)〆
当署 監督・安衛課までお
問い合わせください。
電話：0575－65－2101
◎その他：定員50名(先着)


